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（中略）

第1210回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
敦賀発電所２号炉に係る審議結果から抜粋資料3－4（新規制基準適合性審査チーム作成資料）



１．Ｄ-１トレンチにおける評価対象地層（⑤層及び③層）の堆積年代の評価
令和6年01月10日 57

資料２から抜粋
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１．Ｄ-１トレンチにおける評価対象地層（⑤層及び③層）の堆積年代の評価
⑤層下部の堆積年代に関して、北西法面でのテフラ分析結果について、対比できる海上ボーリングと相違があり、降灰年代
の異なる明神沖テフラと美浜テフラが同一の降灰層準からも検出されていることから、美浜テフラの降灰層準は再堆積であ
るという解釈も可能であると指摘した。

日本原子力発電（株）敦賀発電所の新規制基準適合性
に係る審査会合（第1225回）資料3－1から抜粋
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１．Ｄ-１トレンチにおける評価対象地層（⑤層及び③層）の堆積年代の評価

原電道路ピットの③層のOSL 年代測定について、同測定に一定の不確かさがあるとともに、その測定場所及び測定数が限ら
れていることを確認した。また、測定誤差を考慮すると、後期更新世以降（約12～13 万年前以降）の地層とも評価できるこ
とから、後期更新世以降の地層ではないことを否定できていないのではないかとの認識を示した。

日本原子力発電（株）敦賀発電所の新規制基準適合性
に係る審査会合（第1225回）資料3－1から抜粋
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１．Ｄ-１トレンチにおける評価対象地層（⑤層及び③層）の堆積年代の評価 日本原子力発電（株）敦賀発電所の新規制基準適合性
に係る審査会合（第1225回）資料3－1から抜粋

現地調査において、北西法面、原電道路ピット及びふげん道路ピットそれぞれで③層を細区分しているが、Ｄ-１トレンチ内
全体における③層の年代的なつながりが不明確であるため、それぞれ細区分された層の紐付け等を行うよう指摘した。
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１．Ｄ-１トレンチにおける評価対象地層（⑤層及び③層）の堆積年代の評価

③層最上部で土壌化と評価している褐色部について、同様の色調の地層が周囲に分布することから、土壌化と評価した根拠
について、その差違を客観的なデータに基づき説明するよう指摘した。

事業者が土壌化部と
評価している箇所事業者が土壌化部と評価していないが、

周囲にある類似した褐色部の一例

令和5年12月14日
原子力規制庁撮影
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２．北西法面におけるＫ断層の活動性評価
令和6年01月10日 57 資料２から抜粋
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２．北西法面におけるＫ断層の活動性評価

Ｋ断層の変位について、k 層の下端まで達することなく、その下位のj 層中でせん滅していることを確認した。また、k 層を
上載地層としてＫ断層の活動性を評価する手法は、現状では科学的な妥当性が乏しいのではないかと指摘した。

北西法面のK断層

K断層の変位の上端付近

令和5年12月14日
原子力規制庁撮影
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２．北西法面におけるＫ断層の活動性評価

Ｋ断層の変形について、③層の元の堆積構造が分からない状況において、地層の傾斜が変形によるものと判断することは困
難ではないかと指摘した。

日本原子力発電（株）敦賀発電所の新規制基準適合性
に係る審査会合（第1225回）資料3－1から抜粋
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２．北西法面におけるＫ断層の活動性評価

・現地調査において、日本原電がＫ断層の上端としている更に上方延長（ｍ層付近まで）で、線状の構造が分布しているよ
うにも見えたこと、また、その付近や上位にも同様の線状の構造が複数見られたことから、詳細な観察を行うよう指摘した。

K断層の上方延長にある線状の構造 拡大写真

令和5年12月14日
原子力規制庁撮影
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北西法面に記載されたK断層
（最も西側のせん断面）

線状の構造



２．北西法面におけるＫ断層の活動性評価 日本原子力発電（株）敦賀発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第1225回）資料3－1から抜粋・加筆

Ｋ断層の活動性を評価している地層の変形について、他の法面（東法面、北東法面等）の③層中の地層の走向・傾斜と整合
的であるかどうか示すよう指摘した。

令和5年12月14日原子力規制庁撮影

東法面

③層は、例えば東法面にも分
布し、層理面が認められる
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３．原電道路ピットにおけるＫ断層の活動性評価

４．ふげん道路ピットにおけるＫ断層の活動性評価

令和6年01月10日 57 資料２から抜粋
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３．原電道路ピットにおけるＫ断層の活動性評価

③層中のＤ３層について、その下位のＣ層との傾斜不整合関係、及びＫ断層の変位・変形についての評価の根拠が不明確で
あると指摘した。

日本原子力発電（株）敦賀発電所の新規制基準適合性
に係る審査会合（第1225回）資料3－1から抜粋
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３．原電道路ピットにおけるＫ断層の活動性評価

・現地調査において、Ｋ断層の変位に関し、③層中のＤ３層中でＫ断層の上方延長部に割れ目が見られたこと
から、この割れ目がＫ断層の延長部ではないと判断した根拠を示すよう指摘した。

原電道路ピットのK断層

K断層上方のD3層中に認められる割れ目

令和5年12月14日原子力規制庁撮影
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４．ふげん道路ピットにおけるＫ断層の活動性評価

③層中のＤ３層について、その下位のＣ層との傾斜不整合関係、及びＫ断層の変位・変形についての評価の根拠が不明確で
あると指摘した。

日本原子力発電（株）敦賀発電所の新規制基準適合性
に係る審査会合（第1225回）資料3－1から抜粋

15



４．ふげん道路ピットにおけるＫ断層の活動性評価

・現地調査において、Ｋ断層の変位に関して、活動性を評価しているＣ層の途中でせん滅しているようにも見
えたことから、Ｋ断層がＣ層上端まで達し、当該Ｃ層がＤ３層に不整合で覆われると評価している根拠を示す
よう指摘した。

ふげん道路ピットのK断層

K断層がC層の途中でせん滅
しているようにも見える箇所

令和5年12月14日 原子力規制庁撮影

K断層がC層の途中でせん滅
しているようにも見える箇所
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